
厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

分担研究報告書

4. 制度提案

研究代表者 林  基哉 国立保健医療科学院 統括研究官 

研究分担者 開原 典子 国立保健医療科学院 主任研究官 

研究分担者 欅田 尚樹 産業医科大学 教授 

研究要旨 

 自治体及びビルメンテナンス実務者に対するヒアリング及びアンケート

調査の基礎となる空気環境測定状況に関するアンケート予備調査、建築物衛

生法建築衛生管理基準の行政報告データにおける不適率の状況把握のため

の分析として特に二酸化炭素濃度の不適率上昇要因に関する分析を行った。 

首都圏の空気環境測定の実務者 56 名の協力を得て、アンケート調査を試

行した結果、空気環境測定に関するアンケートの予備調査において、空気環

境の測定点、測定時間、測定後の改善に関する課題が抽出できることが確認

された。二酸化炭素濃度の不適率上昇の要因分析については、以下の知見が

得られた。1999 年以降の上昇の要因に、外気濃度上昇、省エネルギー等に伴

う換気量の削減、報告徴取率の増加があり、今後も不適率の上昇が続くこと

が予想される。報告徴取率が増大していない東京都等の一部の自治体では不

適率が上昇していない。これらの自治体では、立入検査等による監視指導の

効果によって、外気濃度の上昇や省エネルギーに伴う換気量の削減の影響が

抑制されている可能性がある。 

以上から、行政報告内容の明確化と監視指導の効率化のためのガイドライ

ンの必要性が確認されつつある。

Ａ．研究目的 

制度提案では、自治体、ビルメンメンテナン

ス業の実情を踏まえ、基準案・測定評価法の実

効性、制度化の可能性を明らかにする。他の分

担研究及び建築物衛生に関する既往研究の成

果を活かし、実効性のある基準及び制度に向け

た具体的な提案とその科学的根拠を示すこと

が、本研究の目的である。 

本報告では、自治体及びビルメンテナンス実

務者に対するヒアリング及びアンケート調査

の基礎資料となる空気環境測定状況に関する

アンケートに関する分析、建築物衛生法建築衛

生管理基準の行政報告データにおける不適率

の状況把握のための分析として、特に二酸化炭

素濃度の不適率上昇要因に関する分析の結果

を示す。なお、空気環境測定状況に関するアン

ケートの予備調査は、日本建築衛生管理教育セ

ンターが実施した調査結果を分析することに

よって行った。 
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Ｂ．研究方法 

Ｂ.1 空気環境測定に関する分析 

特定建築物の空気環境測定の実態に関する

本調査に先立って、空気環境測定者へのアンケ

ート調査結果に関する分析を行った。

以下にアンケートの質問項目を記す。

[特定建築物の空気環境測定に関する調査] 
１）室内で測定する時に、通常の在室状況を代表する適切な測定点で

測定していますか？ 

該当する記号に〇を付けてください。 

a.すべての場合できる b.概ねできる c.できない場合がある

d.できない場合がしばしばある

２）適切な測定点で測定できなかった用途と原因はなんですか？

該当する記号すべてに〇を付けてください。

① 興行所 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントから

の要請 d.その他（      ）

② 百貨店 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントから

の要請 d.その他（      ） 
③ 集会所 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントから

の要請 d.その他（      ） 
④ 図書館 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントから

の要請 d.その他（      ）

⑤ 美術館 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントから

の要請 d.その他（      ） 
⑥ 遊技場 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントから

の要請 d.その他（      ） 
⑦ 店舗  a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントから

の要請 d.その他（      ）

⑧ 事務所 a.在室者への配慮  b.依頼主からの要請 c.テナントから

の要請 d.その他（      ）

⑨ 学校等 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントから

の要請

⑩ 旅館等 a.在室者への配慮 b.依頼主からの要請 c.テナントから

の要請 d.その他（      ） 
３）測定は、一日に２回以上、測定していますか？ 該当する記号に

〇を付けてください。

a.すべての場合できる  b.概ねできる  c.できない場合がある

d.できない場合がしばしばある

４）一日に２回以上、測定できない原因はなんですか？ 該当する記

号すべてに〇を付けてください。

a.在室者への配慮 b.業務への配慮 c.依頼主からの要請

d.テナントからの要請 e.その他（  ）                 
５）在室者のいない居室や廊下などで測定する場合がありますか？

該当する記号に〇を付けてください。

a.まったくない b.概ねない c.行う場合がある d.しばし

ばある

６）在室者のいない居室や廊下などで測定する原因はなんですか？

該当する記号すべてに〇を付けてください。

a.在室者への配慮 b.業務への配慮 c.依頼主からの要請

d.テナントからの要請 e.その他（    ） 
７）休日や祭日あるいは就業時間外など、空調が運転されていない日

や時間帯に測定する場合がありますか？ 該当する記号に〇を付け

てください。

a.まったくない b.概ねない c.行う場合がある d.しばし

ばある

８）運転されていない時刻に測定する原因はなんですか？ 該当する

記号すべてに〇を付けてください。 

a.在室者への配慮 b.業務への配慮 c.依頼主からの要請

d.テナントからの要請 e.その他（    ）

９）冬期、夏期、中間期（冷暖房が行われない時期）の測定時におけ

る個別方式空調の稼動、換気、窓の開放について、 

①-1 冬期－個別方式空調が運転されていない室で測定する場合があ

りますか？ 該当する記号に〇を付けてください。

a.まったくない b.概ねない c.行う場合がある d.しばし

ばある 

①-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記

号すべてに〇を付けてください。

a.依頼主からの指示 b.テナントからの指示 c.在室者の判断

で運転されていない d.その他（ ）

②-1 夏期－個別方式空調が運転されていない室で測定する場合があ

りますか？ 該当する記号に〇を付けてください。

a.まったくない b.概ねない c.行う場合がある d.しばし

ばある 

②-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記

号すべてに〇を付けてください。

a.依頼主からの指示 b.テナントからの指示 c.在室者の判断

で運転されていない d.その他（ ）

③-1 中間期－個別方式空調が運転されていない室で測定する場合が

ありますか？ 該当する記号に〇を付けてください。

a.まったくない b.概ねない c.行う場合がある d.しばし

ばある

③-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記

号すべてに〇を付けてください。

a.依頼主からの指示 b.テナントからの指示 c.在室者の判断

で運転されていない d.その他（ ）

④-1 冬期－個別方式空調の換気装置が運転されていない室で測定す

る場合がありますか？ 該当する記号に〇を付けてください。

a.まったくない b.概ねない c.行う場合がある d.しばし

ばある

④-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記

号すべてに〇を付けてください。

a.依頼主からの指示 b.テナントからの指示 c.在室者の判断

で運転されていない d.その他（    ） 
⑤-1 夏期－個別方式空調の換気装置が運転されていない室で測定す

る場合がありますか？ 該当する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない b.概ねない c.行う場合がある d.しばし

ばある

⑤-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記

号すべてに〇を付けてください。

a.依頼主からの指示 b.テナントからの指示 c.在室者の判断

で運転されていない d.その他（    ） 
⑥-1 中間期－個別方式空調の換気装置が運転されていない室で測定

する場合がありますか？ 該当する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない b.概ねない c.行う場合がある d.しばし

ばある

⑥-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記

号すべてに〇を付けてください。

a.依頼主からの指示 b.テナントからの指示 c.在室者の判断

で運転されていない d.その他（ ）

⑦-1 冬期－窓が開放されている室で測定する場合がありますか？

該当する記号に〇を付けてください。

a.まったくない b.概ねない c.行う場合がある d.しばし

ばある

⑦-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記

号すべてに〇を付けてください。

a.依頼主からの指示 b.テナントからの指示 c.在室者の判断

で開放されている d.その他（   ）

⑧-1 夏期－窓が開放されている室で測定する場合がありますか？

該当する記号に〇を付けてください。 

a.まったくない b.概ねない c.行う場合がある d.しばし

ばある

⑧-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記

号すべてに〇を付けてください。

a.依頼主からの指示 b.テナントからの指示 c.在室者の判断

で開放されている d.その他（   ）

⑨-1 中間期－窓が開放されている室で測定する場合がありますか？

該当する記号に〇を付けてください。

a.まったくない b.概ねない c.行う場合がある d.しばし

ばある

⑨-2 「c、d」と回答した方へ。その理由はなんですか？ 該当する記

号すべてに〇を付けてください。

a.依頼主からの指示 b.テナントからの指示 c.在室者の判断

で開放されている d.その他（   ）

10）法令検査（2 ヶ月に 1 度）で問題（不適合項目）があった測定場

所や施設について、原因追及のための測定を実施していますか？ 該

当する記号に〇を付けてください。

a.すべての場合できる  b.概ねできる  c.できない場合がある

d.できない場合がしばしばある

11）原因追及のための測定を実施できない原因はなんですか？ 該当
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する記号すべてに〇を付けてください。  

a.在室者への配慮   b.業務への配慮   c.依頼主からの要請  

d.テナントからの要請 e.その他（   ） 
12）法令検査（2 ヶ月に 1 度）で問題（不適合項目）があった測定場

所や施設について、改善策を提示していますか？ 該当する記号に〇

を付けてください。 

a.すべての場合できる  b.概ねできる  c.できない場合がある  
d.できない場合がしばしばある 
13）改善策を提示しない原因はなんですか？ 該当する記号すべてに

〇を付けてください。 

a.原因追及のための測定が未実施のため b.依頼主から拒まれたた

め c.テナントから拒まれたため d.その他（   ） 
14）空気環境測定を実施する際、困っていることはありますか？自由

に記述してください。  

15）今後、追跡調査を実施する場合、ご協力の可否について、以下に

お答え願います。アンケートの追跡調査に協力していただけますか？ 

   a. 協力する   b.協力しない  
16）空気環境測定を実施している主な 都道府県、市  

      都道府県      市 

 

Ｂ.2 二酸化炭素濃度等の空気環境に関する不

適率上昇要因の分析 

特定建築物における建築物衛生管理基準項

目の実態を把握し、基準検証及び行政監視指導

方法を含めた制度提案の基礎とすることを目

的とする。行政報告例における建築衛生管理基

準の空気環境に関する項目の不適率が 1999 年

以降、持続的に上昇している。空気環境基準の

内、相対湿度の不適率が最も高く、続いて温度

と二酸化炭素の不適率が高い。 

東京都の立入検査のデータを見ると、相対湿

度と温度は、季節によって状況が異なる。相対

湿度は主に冬期の不適率が高く、温度は夏期の

不適率が主に高い。相対湿度と温度は、夏期と

冬期で熱源が異なるなど空調運転の状況が異

なるため、季節毎の分析が必要であると考えら

れる。二酸化炭素濃度については、季節による

不適率の差が見られない。これは、空調設備が

通年に渡って運転され窓開放が行われない場

合が多いために、換気量の季節変化が少ないこ

とが原因であると考えられる。 

屋内の二酸化炭素濃度は、機械換気量と在室

状況によって、基本的には決定されると考えら

れる。在室状況が 1999 年以降特に変化がない

と考えられる。二酸化炭素濃度の不適率上昇の

要因として、地球全体の外気濃度上昇、都市に

おける発生集中による濃度差、省エネルギーに

よる換気量削減、フィルター等のメンテナンス

不備による換気量減少等が挙げられる。 

行政報告例は、報告徴取及び立入検査によっ

て自治体の環境衛生監視員が適合判断を行っ

た結果を集計したものである。報告徴取は、ビ

ルメンテナンス業者による年 5 回の空気環境

測定データを聴取して適法判定をした結果で

ある。立入検査は、自治体の環境衛生監視指導

員が立入を行い、測定時の在室状況などを踏ま

えて、経験的な判断をする。行政報告例の分析

及び自治体の環境衛生監視指導員に対するア

ンケート調査の結果では、報告徴取数が多い自

治体では不適率が高い傾向があり、報告徴取で

は、年５回の複数点の結果全体を見て不適値が

あれば不適と判断するため、不適率が高くなる

ことが明らかになった。 

東、池田らは、行政報告例を分析し、学校と

事務所の不適率が高いことを示し、個別空調の

普及、省エネルギー意識の高まり、学校におけ

る換気頻度の減少等を要因として挙げた。また、

中川らは外気の二酸化炭素濃度上昇を東京都

における不適率上昇の要因として挙げた。本研

究では、行政報告例の特性を踏まえた上で、外

気濃度上昇と換気量削減による不適率上昇へ

の影響について明らかにする。 

Ｃ．研究結果 

Ｃ.1 空気環境測定に関する分析 

 首都圏（東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県）

の空気環境測定の実務者 56 名の協力を得て、

アンケート調査を試行した結果を以下に示す。

対象者の 80％は東京都である。 

各質問に対する回答は、以下の通りであった。 

ａ）測定点について 

空気環境測定の測定点については、空調系統

を中心に、吹出口や還気口の位置、室内の使用

状況、家具類のレイアウト等を十分に考慮し、
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測定点が偏ることのないように選定しなけれ

ばならないとされている。この質問に対し、す

べての場合できる、又は概ねできる（ａ、ｂ）

という回答が７４％、できない場合がある、又

はしばしばある（ｃ、ｄ）という回答が２６％

であった。 

 

 

図 4-1 空気環境の測定点について 

 

適切な測定点で測定ができなかった場合に

ついて、建築物の用途別では、⑧事務所におい

て適切な測定点で測定が行えないという回答

が最も多かった。測定時には室内の使用状況に

応じて適切な測定点を選択する必要があるが、

事務所においては机や家具、機材等の配置によ

っては、測定機器を居室の中央部付近に持って

いくことができない、測定を行うことによって

在室者の業務等を著しく妨害してしまう等の

問題が生じてしまい、適切な測定点での測定が

行えない場合が多いと考えられる。 

 

 

図 4-2 適切な測定点で測定できなかった用

途 

 

次に、適切な測定点で測定できなかった理由

について、原因別に集計を行った。１）でｃ又

はｄと回答した人の他に、ｂと回答した人のう

ち、２２人が回答した。①～⑩全体で集計する

と、在室者への配慮（ａ）が４７％、依頼主や

テナントからの要請（ｂ、ｃ）が５０％となっ

た。このことから、適切な測定点で測定できな

いのは、測定者側が在室者に気を使って測定点

を変更した場合と、依頼者やテナントの要請を

受け、やむを得ず測定点を変更した場合が半々

になっているということが明らかになった。回

答数の多かった⑧事務所においては、在室者へ

の配慮が４７％、依頼主やテナントからの要請

（ｂ、ｃ）が４８％となり、全体の傾向に近か

ったが、依頼主からの要請よりもテナントから

の要請、が多かった。⑦店舗や⑩旅館等におい

ても全体の傾向に近い結果が得られた。その他

の内容としては、「金融機関や経理部のために

部外者の立ち入り禁止箇所があった」などの回

答が得られた。 

 

 

図 4-3 適切な測定点で測定できなかった理

由 

 

また、④図書館、⑤美術館、⑥遊技場、⑨学

校等においては在室者への配慮の割合が５５

～５８％と全体の傾向よりも多くなっていた。

これらの施設では、学校の授業や美術品の鑑賞

などの邪魔にならないようにしなければなら
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ないため、施設の利用者に対する配慮が必要と

なり、測定点を変える場合が多いのではないか

と考えられる。その他の回答としては、「授業

中のため教室後方で測定した」という回答があ

った。 

 一方で、①興行場、②百貨店、③集会場にお

いては依頼主やテナントからの要請（ｂ、ｃ）

が６割以上を占めていた。こうした施設におい

ては依頼主やテナントの理解を得られず、測定

点を変えざるを得なくなっている可能性が高

い。 

 

ｂ）一日の測定回数について 

浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、

相対湿度、気流の６項目に関して、一日に２回

以上の測定を行わなければならない。しかし、

すべての場合で一日に２回以上測定を行うこ

とができている（ａ）という回答が７１％と大

多数を占めたが、概ねできる（ｂ）という回答

が２４％、できない場合がある（ｃ）という回

答が５％（３件）存在した。 

３）でｃ又はｄと回答した人の他に、ｂと回

答した人のうち、６人が回答した。一日に２回

以上、測定することができない原因としては、

依頼主やテナントからの要請（ｃ、ｄ）が５９％

と多かった。このことから、依頼主やテナント

に空気環境測定に対する十分な理解を得るこ

とができずに、一日の測定回数を減らしてしま

っている可能性が高い。また、その他の回答と

しては、「初めての測定場所だったため、測定

の時間配分がわからずに２回目の測定が終わ

らなかった」という回答が得られた。 

 

 
図 4-4 1 日 2 回以上の測定実施 

 

図 4-5 1 日 2 回以上の測定できない理由 

 

ｃ）測定時の状況について 

 空気環境測定を適切に行うためには、室の状

況が代表的であると思われる時間帯で測定を

行う必要がある。具体的には、就業時間内に測

定を行うことは当然として、在室者がいる中で

適切に空調や換気装置を運転させた状態で測

定を行うべきである。不適切な状況での測定が

どの程度行われているのか実態調査を行った。 

 この質問に対しては、まったくない、又は概

ねない（ａ、ｂ）の回答が２８％と少なく、行

う場合がある（ｃ）が６３％、しばしばある（ｄ）

が９％と多かった。このことから、７割以上の

測定者において在室者のいない状況で測定を

行ったことがあると推定される。 

５）でｃ又はｄと回答した人の他に、ｂと回

答した人のうち、１人が回答に加わった。この

原因としては依頼主やテナントからの要請（ｃ、

ｄ）が５５％と多く、次いで在室者や業務への

配慮（ａ、ｂ）が３６％であった。このことか
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ら、半数以上の測定者が依頼主やテナントから

の要請によって、在室者のいない状況下での測

定を強いられていると考えられる。その他（ｅ）

の回答としては、「大学等では２回測定可能な

場所が空室や廊下に限られてしまうため」、「業

務の都合で空室になってしまった」、「会議室で

の測定では、会議中に測定をする訳にもいかな

い」等の回答があった。 

 

 

図 4-6 在室者のいない部屋や廊下での測定 

 

図 4-7 在室者のいない部屋や廊下で測定す

る原因 

 

７）の質問に対しては、まったくない（ａ）

が６６％と最も多く、次いで、概ねない

（ｂ）が１８％であった。対して、行う場合

がある（ｃ）が１１％、しばしばある（ｄ）

が５％となり、ｃ、ｄの回答を合わせて２割

弱程度存在した。 

 

図 4-8 空調停止時の測定 

 

７）でｃ又はｄと回答した人の他に、ｂと

回答した人のうち、５人が回答に加わった。

この原因としては、依頼主からの要請（ｃ）

が５６％と、半数以上を占めていた。依頼主

が、測定が業務の妨げになると考えて空調が

運転されていない日や時間帯に測定するよう

に要請しているケースが多いのではないかと

考えられる。その他（ｅ）の回答としては、

「契約上の仕様のため」という回答があっ

た。 

 

 

図 4-9 空調停止時の測定の原因 

 

①～③冬期、夏期、中間期の測定時における

個別方式空調の稼動状況について、「個別方式

空調が運転されてない室で測定する場合があ

りますか？」という質問を行った。まったくな

い、又は概ねない（ａ、ｂ）の回答が６１％、

行う場合がある、又はしばしばある（ｃ、ｄ）
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の回答が３９％であった。期間別に見てみると、

冬期と夏期はまったくない、又は概ねない（ａ、

ｂ）の回答が多かったが、中間期では行う場合

がある（ｃ）の回答が多くなっていた。これは、

冬期と夏期は空調を運転しているが、中間期に

は外気と室内の気温差が小さいため、空調を運

転する必要がないと在室者が判断しているケ

ースが多いことが考えられる。 

個別方式空調が運転されていない室で測定

する原因については、在室者の判断で運転され

ていない（ｃ）が７６％と多かった。その他（ｄ）

の回答としては、「在室者がいないため運転さ

れていない」、「学校が休暇中のため運転されて

いない」、「レイアウト等で決まっている」、「省

エネのために運転されていない」等の回答があ

った。なお、その他（ｄ）の回答で「中央式空

調のため」という回答が１例あったが、こちら

は誤回答として除いた。 

 

図 4-10 個別方式の空調停止時の測定 

 

図 4-11 個別方式の空調停止時の測定の原因 

 

④～⑥冬期、夏期、中間期の測定時における

個別方式空調の換気装置の稼働状況について、

「個別方式空調の換気装置が運転されてない

室で測定する場合がありますか？」という質問

を行った。まったくない、又は概ねない（ａ、

ｂ）の回答が６１％、行う場合がある、又はし

ばしばある（ｃ、ｄ）の回答が３９％であり、

①～③の個別方式空調と同様の結果が得られ

た。このことから、個別方式空調が運転されて

いない場合では、換気装置も同時に運転されて

いないと考えられる。一方で、期間別の回答数

に大きな違いが見られなかった。 

換気装置が運転されていない室で測定する

原因については、在室者の判断で運転されてい

ない（ｃ）が８８％と圧倒的に多かった。その

他（ｄ）の回答としては、「在室者がいないた

め運転されていない」、「共用部などのため」、

「省エネのために運転されていない」等の回答

があった。 

 

図 4-12 個別方式の換気停止時の測定 

 

図 4-13 個別方式の換気停止時の測定の原因 
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 ⑦～⑨冬期、夏期、中間期の測定時における

窓の開放について、「窓が開放されている室で

測定する場合がありますか？」という質問を行

った。まったくない、又は概ねない（ａ、ｂ）

の回答が６４％、行う場合がある、又はしばし

ばある（ｃ、ｄ）の回答が３６％であり、①～

③の個別方式空調と、④～⑥の換気装置と同様

の結果となった。これは、在室者が自然換気で

窓を開け、空調や換気装置の運転を  ＯＦＦ

にしている可能性がある。期間別では、①～③

の個別方式空調と同様に中間期に窓が開放さ

れていることが多かった。これは、冬期や夏期

では外気と室内の温度差が大きいため空調を

稼働していることが多いが、中間期では外気と

の温度差が小さいので、窓を開放することが考

えられる。 

また、窓が開放されている室で測定する原因

も、在室者の判断で運転されていない（ｃ）が

８８％と圧倒的に多かった。その他（ｄ）の回

答としては、「清掃中で窓が開放されていた」、

「個別式空調の運転を停止しており、窓を開放

していた」という回答があった。 

 

図 4-14 窓開放時の測定の原因 

 

図 4-15 窓開放時の測定の原因 

 

ｄ）原因追及の測定と改善策について 

空気環境の測定は環境の状態を正しく把握

するために行うものである。したがって、管理

基準に適合しない項目があった場合には、得ら

れた結果を基にして、なぜ不適合になってしま

ったのかの原因を追及し、改善を行うための助

言を行うべきである。また、基準に適合してい

る場合でも、測定値が余裕をもって基準に適合

しているのか、上限で基準に適合しているのか

などの検討を行い、必要に応じて改善策等を提

示することが望ましい。 

ただし、空気環境の測定を行う、浮遊粉じん、

一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度、気

流の６項目の測定結果だけでは、適切な改善策

を立案するための資料として十分ではない場

合がある。このため、追加で原因追及の各種調

査（平面分布測定、経時変化測定、気積、在室

人数、風量測定など）を行う必要があるとされ

ているため、以下の項目についてアンケートを

実施した。 

１０）の質問に対して、すべての場合できる、

又は概ねできる（ａ、ｂ）の回答が７０％、で

きない場合がある、又はできない場合がしばし

ばある（ｃ、ｄ）の回答が３０％であった。 
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図 4-16 原因追及のための測定の実施 

 

 １０）でｃ又はｄと回答した人の他に、ｂ

と回答した人のうち、４人が回答に加わっ

た。この原因としては、在室者や業務への配

慮（ａ、ｂ）が５５％と半数以上を占めた。

これは、不適合項目があった測定場所に追加

で測定を行うことが迷惑になってしまうと判

断してしまい、原因追及のための測定を実施

しないケースが多いのではないかと考えられ

る。また、依頼主やテナントからの要請

（ｃ、ｄ）を受けて測定を実施できないとい

う回答は３３％であった。このため、原因追

及のための測定を提案しても、依頼者やテナ

ントに断られてしまうケースも多く存在する

ようである。その他（ｅ）の回答としては、

「別日程の再測定が契約上できない」、「管理

者側が原因追及の測定を行っている」などが

あった。

 

 

図 4-17 原因追及のための測定ができない原

因 

 

１２）の質問に対しては、すべての場合でき

る、又は概ねできる（ａ、ｂ）の回答が８７％

と圧倒的に多かった。１０）原因追及の測定の

実施において、すべての場合できる、又は概ね

できる（ａ、ｂ）と回答した数よりも、回答数

が多かったことから、原因追及のための測定を

行わずに、６項目の測定結果のみを用いて改善

策を提示しているケースがあると考えられる。 

 

図 4-18 改善策の提示 

 

１２）でｃ又はｄと回答した人の他に、ｂと

回答した人のうち、７人が回答に加わった。改

善策を提示しない原因としては、原因追及の結

果から改善策が判明しないため（ｂ）が５３％

と半数以上を占めた。このことから、せっかく

原因究明の測定を行っても、その結果から改善
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策が判明しないというケースが多いことが明

らかになった。この原因として、原因追及のた

めのデータ量が不完全な場合、あるいは原因追

及のためのアプローチが適切でなかった場合

や、原因究明の測定結果を正しく判断できてい

ない場合などが考えられる。 

 

図 4-19 改善策を提示しない原因 

 

ｅ）その他 

 

回答数：１２回答（５６回答中） 

・ 在室者から測定頻度を増やし、毎月測定し

てほしいという要望がある。 ( 1 ) 

・ 機材が重い ( 1 ) 

・ 室内利用人数より多い人数が使用し換気

が不十分。( 1 ) 

・ 古いビルのため加湿機能がない。( 1 ) 

・ 指摘しても予算がない等で改善されない

ことが多い。( 1 ) 

・ 外気を加湿して供給しているため、湿度が

外気に左右されてしまうこと。( 1 ) 

・ 良否判定の際、基準を多少超えた不適合判

定を依頼者に嫌がられてしまうこと。

( 1 ) 

・ 冬期に湿度を上げることが難しい上に、結

露などが発生してしまうこと。( 1 ) 

・ テナント側にお客様がいる中で測定して

いると迷惑になるのでやめてと言われる

ことがある。( 2 ) 

・ 在室者への配慮等で適切な測定点で測定

できない場合がある。( 2 ) 

・ 換気のための注意に対し、省エネ等の問題

を相談された。( 1 ) 

・ 営業所の測定で、在室人員数が変化してし

まい結果が安定しないこと。( 1 ) 

・ 小規模全熱に加湿装置が付属する場合も

湿度基準を適用するのか。( 1 ) 

・ 小規模全熱の運転は在室者に任せるしか

なく、節約のため停止されている場合があ

ること。( 1 ) 

・ 外気の二酸化炭素濃度が上昇しているの

で、基準値を超えてしまう場合があること。

( 1 ) 

 

図 4-20 今後のアンケートへの協力 

 

 Ｃ.2 二酸化炭素濃度等の空気環境に関する

不適率上昇要因の分析 

 

Ｃ.2.1 自治体の立入検査及び報告徴取の状況 

行政報告例は、記載内容の刷新が随時行われ

ている。不適率が示されている 2007 以降を対

象に分析を行った。また、2009 年以前は、立入

検査数のみが記載されており、2010 年以降は

立入検査数と報告徴取数が記載されている。

2009 年以前は、報告徴取として扱うべき場合

も立入検査数に含まれていた可能性がある。は

じめに、2007～2017 の行政報告例、2015 の各

自治体人口を利用して分析を行った。なお、立
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入検査と報告徴取を合わせて調査と称するこ

ととした。 

図 4-21 に示すように、人口が多い自治体の

特定建築物数が多く、特定建築物 1000 件以上

の自治体は 12 である。図 4-22 に示すように、

特定建築物数が多い自治体の調査（報告徴取及

び立入検査）数は多い傾向がある。特定建築物

数に対する調査数の比は、埼玉県が最も低く、

秋田県、岡山県が高い。 

図 4-23 に、特定建築物数が 1000 件以上の自

治体の調査（報告徴取及び立入検査）数の推移

を示す。全国では、調査数は増加する傾向があ

る。立入検査が若干減少し、報告徴取は増加し

ている。東京都は、2016 年まで全国と同様に推

移したが、2017 に報告徴取数が急増した。大阪

府は、2008 年に立入検査数が急増し、その後は

顕著な傾向はない。神奈川県は、2010 年に調査

数が急増した。愛知県は、2010 年に若干増加す

るなどの変化はあるが、顕著な増減傾向は見ら

れない。北海道は、2009 年に立入検査数が急増

し、その後 2012 年まで増加した。埼玉県では、

2010 年以降は調査数が少なくなり立入検査が

ほとんどとなった。静岡県は、2010 年、2011 年

のみに報告徴取があり調査数が多かった。福岡

県は、2009 年に調査数が急増した。兵庫県は、

2011 年に報告徴取数が急増し立入検査が急減

した。千葉県は、2010 年以降報告徴取がほとん

どない。宮城県は、2008 年に調査数が急減し、

2010 年に急増した。秋田県は、調査数に顕著は

変化がない。岡山県は、2011 年、2012 年に報

告徴取数が増加した。 

以上のように、2008 年～2010 年に大きな変

化が見られる。報告徴取数、立入検査数の算定

方法に自治体毎の差や変化があったことが推

定される。従来、報告徴取と立入検査が行われ

ているが、行政報告の算出において自治体間の

不統一が一時的に発生したと考えられる。 

 

図 4-21 自治体の人口と特定建築物数 

 

図 4-22 特定建築物数と調査（報告徴取と立入

検査）数 
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図 4-23 主な自治体（特定建築物及び調査数

が多い自治体）の調査数の推移 

Ｃ.2.2 二酸化炭素の基準不適率の推移 

図 4-24 に、全国及び主な自治体の二酸化炭

素濃度不適率の推移を示す。2007 年～2017 年

の二酸化炭素濃度の不適率の全国平均は、1.1

（％/年）の速度で上昇した。 

図 4-25 に、2007 年～2017 年の不適率平均値

と不適率上昇速度を示す。特定建築物数が多い

11 自治体（調査数が少ない埼玉県を除く。）の

上昇速度は、-0.1～2.0（％/年）である。速度

は、東京都：-0.1（％/年）が最も低く、北海

道：2.0（％/年）と福岡：1.9（％/年）が高い。

不適率平均値が高いと上昇速度が速い傾向が

伺える。 

図 4-26 に、調査数に占める報告徴取数の割

合：報告徴取率と不適率の関係を示す。報告徴

取率が高い自治体では、不適率が高い傾向があ

る。 

図 4-27 に、報告徴取率の勾配と不適率の勾配

の関係を示す。報告徴取率の勾配と不適率の勾

配に顕著な関係が見られる。すなわち、報告徴

取率が増加すると不適率が顕著に増加してい

る。 

人口が多く特定建築物が多い自治体は調査

数が多い傾向があり報告徴取率が高くなって

いる。このような自治体では不適率は速く上昇

している。 
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図 4-24 主な自治体の不適率:Rnc_CO2 の推移 

 

図 4-25 不適率:Rnc_CO2 の平均値と勾配 

 

図 4-26 報告徴取率:Rr と不適率:Rnc_CO2 

 

図 4-27 報告徴取率:Rr の勾配と不適

率:Rnc_CO2 の勾配 

 

Ｃ.2.3 外気濃度の推移 

図 4-28 に示すように、気象庁が測定してい

る大気濃度（綾里、南鳥島、与那国島）は、直

線的に上昇している。 

図 4-29 に示すように、首都圏及び名古屋の

外気濃度（江東、浦和、新宿、騎西、町田、名

古屋中心、名古屋郊外）は、気象庁の大気濃度
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よりも 20～30ppm 高く推移している。また、東

京の特定建築物(Specific building)における

外気濃度（Tokyo_SB）は、気象庁の大気濃度よ

りも 40～60ppm 高く推移している。 

大都市の特定建築物の取入れ外気の濃度は、

400ppm よりも高くなっていると考えられ、外

気濃度の上昇によって室内濃度が高くなり、不

適率上昇の要因となっている可能性がある。 

 

図 4-28 大気の CO2 濃度の推移（気象庁） 

 

図 4-29 各地の CO2 濃度の測定結果 

 

Ｃ.2.4 東京都の立入検査データ 

2012 年の東京都の立入検査時の測定データ

を用いた。対象は 10000 ㎡以上の特定建築物で

合計 211 件である。 

図 4-30 に示すように、用途は事務所が多く、

空調制御は、個別、全館、ゾーン毎の混合の 3

種類がある。また、熱回収は、個別、全館とな

しの場合がある。 

図 4-31 に示すように、空調制御方式、熱回

収によって、CO2 内外濃度差に有意差はない。

濃度差の主な要因は、在室者数及び行為に影響

される発生量、換気量である。この状況によっ

て、対象毎の違いが生じて大きなばらつきが生

じていると考えられる。 

 

 

図 4-30 分析対象の用途、空調制御方式、換

気方式 

 

図 4-31 空調制御方式及び換気方式と CO2 内

外濃度差 

 

図 4-32 に示すように、外気濃度は 380～

500ppm で平均が 432ppm であった。室内濃度は

480～1300ppm で平均が 769ppm であった。図 4-

33 に示すように、内外濃度差は 10～900ppm で

平均が 337ppm であった。基本的には通常の使

用状態で測定が行われるが、立入検査時の発生
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状況によって濃度差に影響が出る可能性があ

る。 

空調制御については、個別制御の場合には換

気が運転されていない部屋の影響を受けるこ

とで全体的に濃度差が大きくなる可能性があ

る。全体制御の場合には、省エネルギーのため

にダンパー等で換気量を抑制することで濃度

差が大きくなる可能性がある。いずれの制御方

式においても、フィルターの目詰まりによって、

換気量が減少し濃度差が大きくなる可能性が

ある。これらの複数の要因によって、測定時の

濃度差にばらつきが生じると考えられる。 

濃度差について、統計解析ソフト JMP を用い

て正規分布、対数正規分布など分布のあてはめ

を行ったところ、図4-33に示すようにWeibull

分布の適合性が高かった。なお、Weibull 分布

のαは 324.1475、βは 1.7581 であった。

Weibull 分布は、物体の強度を統計的に記述す

るために W.ワイブル（Waloddi Weibull）によ

って提案された確立分布であり、機器の故障状

況に関する分析に利用されている。 

 

 

図 4-32 CO2 外気濃度及び室内濃度の頻度分

布 

 

図 4-33 CO2 内外濃度差と Weibull 分布の適

用 

 

濃度差の分布を仮定すると、外気濃度から基

準濃度:𝐶 （1000ppm）を超える率（不適率）

を算出することが出来る。外気濃度:𝐶 、基準

濃度:𝐶 と不適率:𝑅 の関係は、Weibull の累積

分布関数を用いると、次式となる。 

𝑅 𝐶 𝑒𝑥𝑝       式１ 

外気濃度: 𝐶 が上昇すると、不適率:𝑅 が

増加することとなる。 

 

Ｃ.2.5 省エネルギーに伴う換気量削減の影響 

省エネルギーのために換気量を削減すると、

CO2 内外濃度差が増加して不適率が上昇すると

考えられる。物質収支の基本式は以下のように

なる。 

𝐶 𝐶           式２ 

𝐶:室内濃度(ppm)、𝑚：発生量、𝑄:換気量（外

気量）、𝐶 ：外気濃度（ppm） 

基準年の換気量に対する発生量の比を とし、 
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ある年:𝑦の比： を以下のように定義する。 

          式３ 

𝛾           式４ 

例えば、発生量𝑚が一定(𝑚 𝑚 )の場合、

𝛾 は基準年の換気量𝑄 に対する𝑦年の換気量

𝑄 の比となり、換気量の削減率に相当するこ

ととなる。 

𝑦年の外気濃度を𝐶 _ とすると、𝑦年の不適

率:𝑅 𝐶 _ は、以下のようになる。 

𝑅 𝐶 _ 𝑒𝑥𝑝 _     式５ 

図 4-34 に、γが一定であると仮定した場合

の、外気濃度と不適率の関係を示す。外気濃度

が高いほど、換気量削減率が高い（𝛾が小さい）

ほど、不適率が高くなることを示している。全

国の不適率は、1999 年以降に顕著な上昇が見

られる。図 4-35 に、綾里の外気濃度（ppm）、

東京都 23 区の特定建築物の外気濃度測定値に

よる外気濃度推定値 Tokyo_23D(ppm)、式 2 で

換 気 量 一 定 と し た 場 合 の 不 適 率 : 

Ventilation_constant(%)、1998 年の換気量か

ら 年 1.8 ％ 減 少 し 続 け た 場 合 の 不 適

率:Ventilation_Reduction1.8%/year(%)を示

す。同図に示す実際の全国不適率 ALL_J（％）

は、Ventilation_Reduction1.8%/year(%)に近

くなっている。外気濃度上昇に加えて、各特定

建築物での換気量削減の強化や普及によって

全体的に換気量削減が進み、不適率が上昇した

可能性があることを示している。ただし、全国

の濃度差分布が東京都 23 区の 2012 年の分布

と同じであることを仮定していること、前述の

行政報告の変化の影響を無視していることを

踏まえる必要がある。 

 

 

図 4-34 換気量削減率:γと不適率:R_nc 

 

図 4-35 外気濃度と換気量削減を考慮した不

適率推移 

 

Ｃ.2.6 不適率上昇に関する総合分析 

不適率上昇の主な要因として、外気濃度の上

昇、報告徴取率の増加、換気量削減が挙げられ

る。これらの影響をモデル化して、その影響程

度を明らかにする。 

𝑦年の外気濃度を𝐶 𝑦 とすると、式５は以

下のようになる。 
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R 𝑦 𝑒𝑥𝑝       式６ 

不適率は報告徴取よりも立入検査の方が低

いと考えられるため、報告調査の不適率に対す

る立入検査時の不適率の比を立入検査不適率

特性：𝑒とする。また、調査数に対する報告徴

取数の比を報告徴取率：𝑅 、調査数に対する立

入検査数の比を立入検査率：𝑅 とする。なお、

𝑅 1 𝑅 となる。y年の報告調査率を𝑅 𝑦 と

すると、３つの要因を考慮した不適率の式は以

下のようになる。 

𝑅 𝑦 𝑒 𝑅 𝑦 ・ 1 𝑒  

・𝑒𝑥𝑝     式７ 

また、1999 年以降に省エネルギー等によっ

て換気量削減率:𝛾 が変化すると考えられるた

め、変化速度を𝑑𝛾とし次式を仮定する。 

𝛾 𝑦 𝛾 𝑑𝛾 ∗ 𝑦 1998         式８ 

式７に式８を導入すると以下のようになる。 

𝑅 𝑦 𝑒 𝑅 𝑦 ・ 1 𝑒 ・ 

𝑒𝑥𝑝
∗

 式９ 

基準年（1998 年）の換気量削減率：𝛾 、換

気量削減率の変化速度：𝑑𝛾、立入検査不適率特

性：𝑒を変数として、報告情報が安定している

2012年から2016年の全国不適率に最も一致す

る解を最小二乗法によって求めた。𝛾

0.802、𝑑𝛾 0.0078、𝑒 0.659となった。 

図 4-36 に、最小二乗法により 3 つの係数を求

め式９で算出した不適率：A＋V＋S（％）、外気

濃度上昇と換気量削減のみ（𝛾 0.802、

𝑑𝛾 0.0078）を考慮した式２で算出した不適

率：Ventilation＿Reduction0.78％/Year（％）

を示す。式９による A＋V＋S（％）は、2010 年

から 2017 年の間、実際の不適率：All_Japan に 

 
図 4-36 式９による不適率推定結果「A+V+S

（％）」 

 

 

図 4-37 不適率上昇要因と影響量の推移 

 

大略一致した。また、換気量削減率の変化速度：

𝑑𝛾は、0.78％であり、図 4-35 で示す 1.8％よ

り も 小 さ い た め 、 Ventilation ＿

Reduction0.78％/Year（％）は、A＋V＋S（％）

よりも低く推移した。 

図 4-37 に、各不適率算出結果を用いて算出

した、各要因の寄与率を示す。2010 年から 2017
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年位かけて、各要因による不適率上昇幅が増加

している。報告調査率が不明の 2010 年以前に

おいても同様の変化があったと考えられる。

2010年から2017年の各要素による不適率上昇

幅の平均値は、1998 年を基準として、外気濃度

上昇が 2％、換気量の削減が 5％、報告徴取率

の増加が 10％となる結果であった。 

 

Ｄ．考察及び結論 

Ｄ.1 空気環境測定に関する分析 

空気環境測定に関するアンケートに関する

分析において、空気環境の測定点、測定時間、

測定後の改善に関する課題が抽出できること

が確認された。 

 

Ｄ.2 二酸化炭素濃度等の空気環境に関する不

適率上昇要因の分析 

建築物衛生管理基準の不適率が持続的に上

昇している二酸化炭素濃度に注目し、その要因

分析を行った結果、1999 年以降の上昇の要因

に、外気濃度上昇、省エネルギー等に伴う換気

量の削減、報告徴取率の増加がある。それらの

影響は持続的に増大しており、今後も不適率の

上昇が続くことが予想される。報告徴取率が増

大していない東京都等の一部の自治体では不

適率が上昇していない。これらの自治体では、

立入検査等による監視指導の効果によって、外

気濃度の上昇や省エネルギーに伴う換気量の

削減の影響が抑制されている可能性がある。 

以上の検討から、以下の改善が必要であると

考えられる。行政報告の方法を明確にして、不

適率の実態がより具体的に把握できるように

する。報告徴取及び立入検査の方法を改善し、

より効率的で効果的な監視指導方法を確立し

普及させる。以上によって、外気濃度上昇の中

で、不適率を抑制しながら省エネルギーが実施

されることとなると考えられる。 
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